
目

次

選
挙
管
理
委
員
会

○
公
職
選
挙
法
等
の
施
行
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
（
事

務

局
）
…
一

選
挙
管
理
委
員
会

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
七
号

公
職
選
挙
法
等
の
施
行
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
九
年
九
月
八
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

柿

崎

光

顯

公
職
選
挙
法
等
の
施
行
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

公
職
選
挙
法
等
の
施
行
等
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
五
十
七
年
十
二
月
青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告

示
第
五
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
開
票
区
の
分
設
又
は
合
併
の
申
出
等
」
を
「
市
町
村
の
区
域
を
分
け
て
開
票
区
を
設
け

る
場
合
等
の
届
出
等
」
に
、

「
第
二
十
三
条

投
票
所
の
整
備
」
を

「
第
二
十
二
条
の
三

共
通
投
票
所
の
投
票
箱
等
の
送
致
を
受
け
る
べ
き
開
票
管
理
者
の
告
示
及

び
通
知

第
二
十
三
条

投
票
所
の
整
備

」

に
、

「
第
四
十
四
条
の
六

期
日
前
投
票
所
を
開
か
ず
、
又
は
閉
じ
る
場
合
等
の
告
示
及
び
通
知
」
を

「
第
四
十
四
条
の
六

期
日
前
投
票
所
を
開
か
ず
、
又
は
閉
じ
る
場
合
等
の
告
示
及
び
通
知

第
四
十
四
条
の
七

期
日
前
投
票
所
の
投
票
箱
等
の
送
致
を
受
け
る
べ
き
開
票
管
理
者
の
告
示

及
び
通
知

」

に
改
め
る
。

第
六
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
市
町
村
の
区
域
を
分
け
て
開
票
区
を
設
け
る
場
合
等
の
届
出
等
）

第
六
条

市
町
村
委
員
会
は
、
令
第
十
条
の
二
（
市
町
村
の
区
域
を
分
け
て
開
票
区
を
設
け
る
場
合

等
の
手
続
）
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
す
る
と
き
は
、
第
五
号
様
式
に
準
じ
て
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

２

数
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
令
第
十
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
す
る
と
き

は
、
第
六
号
様
式
に
準
じ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

県
委
員
会
は
、
法
第
十
八
条
（
開
票
区
）
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
告
示
を
す
る
と
き
は
、
第
七

号
様
式
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

４

県
委
員
会
は
、
令
第
十
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
告
示
を
す
る
と
き
は
、
第
七
号
様
式
の

二
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

５

県
委
員
会
は
、
令
第
十
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
す
る
と
き
は
、
第
七
号
様
式
の

三
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

第
二
十
一
条
第
二
項
中
「
告
示
」
の
下
に
「
及
び
通
知
」
を
加
え
、
「
に
、
投
票
管
理
者
に
通
知

す
る
と
き
は
、
第
三
十
四
号
様
式
に
、
そ
れ
ぞ
れ
」
を
「
及
び
第
三
十
四
号
様
式
に
」
に
改
め
る
。

第
二
十
二
条
の
二
第
二
項
中
「
第
四
十
九
条
」
を
「
第
四
十
八
条
の
四
」
に
、
「
に
よ
り
共
通
投

票
所
の
投
票
管
理
者
及
び
関
係
の
あ
る
開
票
管
理
者
に
」
を
「
に
よ
る
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次

の
一
条
を
加
え
る
。

（
共
通
投
票
所
の
投
票
箱
等
の
送
致
を
受
け
る
べ
き
開
票
管
理
者
の
告
示
及
び
通
知
）

第
二
十
二
条
の
三

市
町
村
委
員
会
は
、
令
第
四
十
九
条
（
市
町
村
の
区
域
が
数
開
票
区
に
分
か
れ

て
い
る
場
合
に
お
け
る
投
票
箱
等
の
送
致
を
受
け
る
べ
き
開
票
管
理
者
）
第
五
項
の
規
定
に
よ
る

告
示
及
び
通
知
を
す
る
と
き
は
、
第
三
十
六
号
様
式
の
四
及
び
第
三
十
六
号
様
式
の
五
に
準
じ
て

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

市
町
村
委
員
会
は
、
令
第
四
十
九
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
告
示
及
び
通
知
を
す
る
と
き
は
、

第
三
十
六
号
様
式
の
六
及
び
第
三
十
六
号
様
式
の
七
に
準
じ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
六
条
第
二
項
中
「
に
よ
る
告
示
」
の
下
に
「
及
び
通
知
」
を
加
え
、
「
に
よ
り
行
う
も
の

と
し
、
市
町
村
委
員
会
に
通
知
を
す
る
と
き
は
、
」
を
「
及
び
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
に
よ

青
森
県
報
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り
投
票
管
理
者
及
び
開
票
管
理
者
に
」
を
「
に
よ
る
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

市
町
村
委
員
会
は
、
令
第
四
十
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
告
示
及
び
通
知
を
す
る
と
き
は
、

第
五
十
五
号
様
式
の
二
及
び
第
五
十
五
号
様
式
の
三
に
準
じ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
七
条
第
一
項
中
「
に
よ
り
繰
延
投
票
の
期
日
の
」
を
「
に
よ
る
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項

中
「
に
よ
り
選
挙
長
又
は
選
挙
分
会
長
及
び
市
町
村
委
員
会
に
」
を
「
に
よ
る
」
に
改
め
、
同
条
第

四
項
中
「
に
よ
り
投
票
管
理
者
及
び
開
票
管
理
者
に
」
を
「
に
よ
る
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
二
項

を
加
え
る
。

５

市
町
村
委
員
会
は
、
令
第
四
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
す
る
と
き
は
、
第
五
十
九

号
様
式
の
二
に
準
じ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

県
委
員
会
は
、
令
第
四
十
八
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
す
る
と
き
は
、
第
五
十
九
号
様

式
の
三
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

第
四
十
四
条
の
六
第
二
項
中
「
第
四
十
九
条
」
を
「
第
四
十
九
条
の
九
」
に
、
「
に
よ
り
期
日
前

投
票
所
の
投
票
管
理
者
及
び
関
係
の
あ
る
開
票
管
理
者
に
」
を
「
に
よ
る
」
に
改
め
、
第
七
章
の
二

中
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
期
日
前
投
票
所
の
投
票
箱
等
の
送
致
を
受
け
る
べ
き
開
票
管
理
者
の
告
示
及
び
通
知
）

第
四
十
四
条
の
七

市
町
村
委
員
会
は
、
令
第
四
十
九
条
の
十
二
（
市
町
村
の
区
域
が
数
開
票
区
に

分
か
れ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
投
票
箱
等
の
送
致
を
受
け
る
べ
き
開
票
管
理
者
）
第
五
項
の
規
定

に
よ
る
告
示
及
び
通
知
を
す
る
と
き
は
、
第
六
十
一
号
様
式
の
七
及
び
第
六
十
一
号
様
式
の
八
に

準
じ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

市
町
村
委
員
会
は
、
令
第
四
十
九
条
の
十
二
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
告
示
及
び
通
知
を
す
る
と

き
は
、
第
六
十
一
号
様
式
の
九
及
び
第
六
十
一
号
様
式
の
十
に
準
じ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
十
三
条
第
三
項
中
「
に
よ
り
選
挙
長
又
は
選
挙
分
会
長
及
び
市
町
村
委
員
会
に
」
を
「
に
よ

る
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
に
よ
り
開
票
管
理
者
に
」
を
「
に
よ
る
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項

中
「
第
七
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
中
央
選
挙
管
理
会
に
通
知
す
る
」
を
「
第
七
十
八
条
第
五

項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
す
る
」
に
改
め
る
。

第
六
十
九
条
第
二
項
中
「
同
条
第
九
項
」
を
「
同
条
第
十
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
同

条
第
九
項
」
を
「
同
条
第
十
一
項
」
に
、
「
に
よ
り
投
票
管
理
者
及
び
開
票
管
理
者
に
」
を
「
に
よ

る
」
に
改
め
る
。

第
八
十
一
条
第
二
項
中
「
に
よ
る
告
示
」
の
下
に
「
及
び
通
知
」
を
加
え
、
「
に
よ
り
行
う
も
の

と
し
、
市
町
村
委
員
会
に
通
知
を
す
る
と
き
は
、
」
を
「
及
び
」
に
改
め
る
。

第
八
十
二
条
第
三
項
中
「
に
よ
り
選
挙
長
及
び
市
町
村
委
員
会
に
」
を
「
に
よ
る
」
に
改
め
、
同

条
第
四
項
中
「
に
よ
り
、
投
票
管
理
者
及
び
開
票
管
理
者
並
び
に
市
町
村
の
選
挙
の
選
挙
長
に
」
を

「
に
よ
る
」
に
改
め
る
。

第
八
十
三
条
第
三
項
中
「
に
よ
り
選
挙
長
及
び
市
町
村
委
員
会
に
通
知
す
る
」
を
「
に
よ
る
通
知

を
す
る
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
に
よ
り
開
票
管
理
者
及
び
市
町
村
の
選
挙
の
選
挙
長
に
」
を

「
に
よ
る
」
に
改
め
る
。

第
五
号
様
式
及
び
第
六
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
五
号
様
式
（
第
六
条
関
係
）

第
号

年
月

日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
殿

市
（
町
、
村
）
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
氏

名

分
割
開
票
区
の
設
置
に
係
る
特
別
の
事
情
の
発
生

（
消
滅
、
重
要
な
変
更
）
に
つ
い
て
（
届
出
）

下
記
の
と
お
り
分
割
開
票
区
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
特
別
の
事
情
が
発
生
（
消
滅
）
し
た
（
に

重
要
な
変
更
が
あ
つ
た
）
の
で
、
公
職
選
挙
法
施
行
令
第
１
０
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
届
け

出
ま
す
。

記

１
特
別
の
事
情
（
重
要
な
変
更
の
内
容
）

２
分
割
開
票
区
に
つ
い
て

開
票
区
名

開
票
区
に
含
ま
れ
る

投
票
区
名

開
票
所
と
し
て
使
用
す
る

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地

注
投
票
区
及
び
新
旧
開
票
区
の
区
域
を
表
示
し
た
図
面
を
添
付
す
る
こ
と
。

第
六
号
様
式
（
第
六
条
関
係
）
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第
号

年
月

日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
殿

市
（
町
、
村
）
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
氏

名
〃〃〃

数
市
町
村
合
同
開
票
区
の
設
置
に
係
る
特
別
の
事
情
の

発
生
（
消
滅
、
重
要
な
変
更
）
に
つ
い
て
（
届
出
）

下
記
の
と
お
り
数
市
町
村
合
同
開
票
区
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
特
別
の
事
情
が
発
生
（
消
滅
）

し
た
（
に
重
要
な
変
更
が
あ
つ
た
）
の
で
、
公
職
選
挙
法
施
行
令
第
１
０
条
の
２
第
２
項
の
規
定
に

よ
り
届
け
出
ま
す
。

記

１
特
別
の
事
情
（
重
要
な
変
更
の
内
容
）

２
数
市
町
村
合
同
開
票
区
に
つ
い
て

構
成
市
町
村
名

数
市
町
村
合
同
開
票

区
を
構
成
す
る
区
域

開
票
所
と
し
て
使
用
す
る

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地

注
市
町
村
の
区
域
の
一
部
を
合
わ
せ
て
数
市
町
村
合
同
開
票
区
を
設
け
る
場
合
は
、
当
該
区

域
を
表
示
し
た
図
面
を
添
付
す
る
こ
と
。

第
七
号
様
式
中
「
（
変
更
し
）
」
を
削
り
、

「

を
」

「

に
」

改
め
、
同
様
式
の
次
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。

第
七
号
様
式
の
二
（
第
六
条
関
係
）

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第

号

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
設
け
た
開
票

区
を
次
の
と
お
り
廃
止
（
変
更
）
し
た
の
で
、
公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八

十
九
号
）
第
十
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

年

月

日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

氏

名
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第
七
号
様
式
の
三
（
第
六
条
関
係
）

第
号

年
月

日

市
（
町
、
村
）
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
殿

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
氏

名

開
票
区
の
設
置
（
廃
止
、
変
更
）
に
つ
い
て
（
通
知
）

公
職
選
挙
法
第
１
８
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
下
記
の
開
票
区
を
設
け
た
（
廃
止
し
た
、
変
更
し

た
）
の
で
、
公
職
選
挙
法
施
行
令
第
１
０
条
の
２
第
５
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
し
ま
す
。

記

第
三
十
六
号
様
式
の
三
中
「第

４
９
条

」
を
「第

４
８
条
の
４

」
に
改
め
、
同
様
式
の
次
に
次
の

四
様
式
を
加
え
る
。

第
三
十
六
号
様
式
の
四
（
第
二
十
二
条
の
三
関
係
）

市
（
町
、
村
）
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第

号

年

月

日
執
行
の
何
選
挙
に
お
け
る
共
通
投
票
所
の
投
票
管
理
者
か
ら
投
票
箱
等

の
送
致
を
受
け
る
べ
き
開
票
区
の
開
票
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
公
職
選
挙
法
施

行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
第
四
十
九
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

年

月

日

市
（
町
、
村
）
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

氏

名

一

開
票
区
名

二

開
票
管
理
者
氏
名

第
三
十
六
号
様
式
の
五
（
第
二
十
二
条
の
三
関
係
）

第
号

年
月

日

何
開
票
区
開
票
管
理
者
殿

市
（
町
、
村
）
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
氏

名

投
票
箱
等
の
送
致
を
受
け
る
べ
き
開
票
管
理
者
に
つ
い
て
（
通
知
）

年
月

日
執
行
の
何
選
挙
に
お
い
て
、
あ
な
た
が
開
票
管
理
者
を
務
め
る
開
票
区
を

共
通
投
票
所
の
投
票
管
理
者
か
ら
投
票
箱
等
の
送
致
を
受
け
る
べ
き
開
票
区
に
指
定
し
た
の
で
、
公

職
選
挙
法
施
行
令
第
４
９
条
第
５
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
し
ま
す
。

第
三
十
六
号
様
式
の
六
（
第
二
十
二
条
の
三
関
係
）

市
（
町
、
村
）
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第

号
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市
町
村
名

（
変
更
後
の
市
町
村
名
）

分
割
開
票
区
名

（
数
市
町
村
合
同
開
票
区
名
）

開
票
区
の
区
域

（
変
更
後
の
開
票
区
の
区
域
）

市
町
村
名

（
変
更
後
の
市
町
村
名
）

分
割
開
票
区
名

（
数
市
町
村
合
同
開
票
区
名
）

市
町
村
の
区
域

（
変
更
後
の
市
町
村
の
区
域
）



年

月

日
執
行
の
何
選
挙
に
お
け
る
共
通
投
票
所
の
投
票
管
理
者
か
ら
投
票
箱
等

の
送
致
を
受
け
る
べ
き
開
票
区
の
開
票
管
理
者
を
、
関
係
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
の
協
議
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
定
め
た
の
で
、
公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）

第
四
十
九
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

年

月

日

市
（
町
、
村
）
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

氏

名

一

開
票
区
名

二

開
票
管
理
者
氏
名

第
三
十
六
号
様
式
の
七
（
第
二
十
二
条
の
三
関
係
）

第
号

年
月

日

何
開
票
区
開
票
管
理
者
殿

市
（
町
、
村
）
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
氏

名

投
票
箱
等
の
送
致
を
受
け
る
べ
き
開
票
管
理
者
に
つ
い
て
（
通
知
）

年
月

日
執
行
の
何
選
挙
に
お
い
て
、
関
係
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
の
協
議
に

よ
り
、
あ
な
た
が
開
票
管
理
者
を
務
め
る
開
票
区
を
共
通
投
票
所
の
投
票
管
理
者
か
ら
投
票
箱
等
の

送
致
を
受
け
る
べ
き
開
票
区
に
定
め
た
の
で
、
公
職
選
挙
法
施
行
令
第
４
９
条
第
６
項
の
規
定
に
よ

り
通
知
し
ま
す
。

第
五
十
三
号
様
式
中
「
同
法
施
行
令
」
を
「
公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十

九
号
）
」
に
改
め
る
。

第
五
十
四
号
様
式
中
「市
（
町
、
村
）
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
殿

」
を

「数
市
町
村
合
同
開
票
区
開
票
管
理
者

殿
市
（
町
、
村
）
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

に
改
め
る
。

」

第
五
十
五
号
様
式
の
次
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。

第
五
十
五
号
様
式
の
二
（
第
三
十
六
条
関
係
）

市
（
町
、
村
）
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第

号

年

月

日
執
行
の
何
選
挙
に
つ
き
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）

第
五
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
繰
上
投
票
を
行
う
の
で
、
公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和

二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
第
四
十
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

年

月

日

市
（
町
、
村
）
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

氏

名

投
票
区
名

投
票
所
の
名
称

投
票
期
日

第
五
十
五
号
様
式
の
三
（
第
三
十
六
条
関
係
）

第
号

年
月

日

投
票
管
理
者
殿

開
票
管
理
者

市
（
町
、
村
）
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
氏

名

繰
上
投
票
の
期
日
に
つ
い
て
（
通
知
）

年
月

日
執
行
の
何
選
挙
に
お
い
て
、
下
記
投
票
区
に
つ
い
て
繰
上
投
票
を
行
う
の

で
、
公
職
選
挙
法
施
行
令
第
４
６
条
第
４
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
し
ま
す
。

記

投
票
区
名

投
票
所
の
名
称

投
票
期
日

「何
選
挙
選
挙
長
（
選
挙
分
会
長
）

市
（
町
、
村
）
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
殿

第
五
十
八
号
様
式
中

を
」

「数
市
町
村
合
同
開
票
区
開
票
管
理
者

何
選
挙
選
挙
長
（
選
挙
分
会
長
）

殿
市
（
町
、
村
）
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

に
改
め
る
。

」
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第
五
十
九
号
様
式
の
次
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。

第
五
十
九
号
様
式
の
二
（
第
三
十
七
条
関
係
）

第
号

年
月

日

投
票
管
理
者

開
票
管
理
者
殿

選
挙
長

市
（
町
、
村
）
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
氏

名

繰
延
投
票
の
期
日
に
つ
い
て
（
通
知
）

年
月

日
執
行
の
何
選
挙
に
つ
い
て
、
下
記
の
と
お
り
繰
延
投
票
を
行
う
の
で
、
公

職
選
挙
法
施
行
令
第
４
８
条
第
４
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
し
ま
す
。

記

投
票
区
名

投
票
所
の
名
称

投
票
期
日

第
五
十
九
号
様
式
の
三
（
第
三
十
七
条
関
係
）

第
号

年
月

日

中
央
選
挙
管
理
会
委
員
長
殿

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
氏

名

繰
延
投
票
の
期
日
に
つ
い
て
（
通
知
）

年
月

日
執
行
の
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
青
森
県
第
区
に
つ
い
て
、
下

記
の
と
お
り
繰
延
投
票
を
行
う
の
で
、
公
職
選
挙
法
施
行
令
第
４
８
条
第
５
項
の
規
定
に
よ
り
通
知

し
ま
す
。

記

市
町
村
名

投
票
区
名

投
票
所
の
名
称

投
票
期
日

第
六
十
一
号
様
式
の
六
の
次
に
次
の
四
様
式
を
加
え
る
。

第
六
十
一
号
様
式
の
七
（
第
四
十
四
条
の
七
関
係
）

市
（
町
、
村
）
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第

号

年

月

日
執
行
の
何
選
挙
に
お
け
る
期
日
前
投
票
所
の
投
票
管
理
者
か
ら
投
票
箱

等
の
送
致
を
受
け
る
べ
き
開
票
区
の
開
票
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
公
職
選
挙
法

施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
第
四
十
九
条
の
十
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
告
示

す
る
。

年

月

日

市
（
町
、
村
）
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

氏

名

一

開
票
区
名

二

開
票
管
理
者
氏
名

第
六
十
一
号
様
式
の
八
（
第
四
十
四
条
の
七
関
係
）

第
号

年
月

日

何
開
票
区
開
票
管
理
者
殿

市
（
町
、
村
）
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
氏

名

投
票
箱
等
の
送
致
を
受
け
る
べ
き
開
票
管
理
者
に
つ
い
て
（
通
知
）

年
月

日
執
行
の
何
選
挙
に
お
い
て
、
あ
な
た
が
開
票
管
理
者
を
務
め
る
開
票
区
を

期
日
前
投
票
所
の
投
票
管
理
者
か
ら
投
票
箱
等
の
送
致
を
受
け
る
べ
き
開
票
区
に
指
定
し
た
の
で
、

公
職
選
挙
法
施
行
令
第
４
９
条
の
１
２
第
５
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
し
ま
す
。
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第
六
十
一
号
様
式
の
九
（
第
四
十
四
条
の
七
関
係
）

市
（
町
、
村
）
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第

号

年

月

日
執
行
の
何
選
挙
に
お
け
る
期
日
前
投
票
所
の
投
票
管
理
者
か
ら
投
票
箱

等
の
送
致
を
受
け
る
べ
き
開
票
区
の
開
票
管
理
者
を
、
関
係
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
の
協
議

に
よ
り
、
次
の
と
お
り
定
め
た
の
で
、
公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九

号
）
第
四
十
九
条
の
十
二
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

年

月

日

市
（
町
、
村
）
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

氏

名

一

開
票
区
名

二

開
票
管
理
者
氏
名

第
六
十
一
号
様
式
の
十
（
第
四
十
四
条
の
七
関
係
）

第
号

年
月

日

何
開
票
区
開
票
管
理
者
殿

市
（
町
、
村
）
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
氏

名

投
票
箱
等
の
送
致
を
受
け
る
べ
き
開
票
管
理
者
に
つ
い
て
（
通
知
）

年
月

日
執
行
の
何
選
挙
に
お
い
て
、
関
係
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
の
協
議
に

よ
り
、
あ
な
た
が
開
票
管
理
者
を
務
め
る
開
票
区
を
期
日
前
投
票
所
の
投
票
管
理
者
か
ら
投
票
箱
等

の
送
致
を
受
け
る
べ
き
開
票
区
に
定
め
た
の
で
、
公
職
選
挙
法
施
行
令
第
４
９
条
の
１
２
第
６
項
の

規
定
に
よ
り
通
知
し
ま
す
。「何
選
挙
選
挙
長
（
選
挙
分
会
長
）

市
（
町
、
村
）
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
殿

第
八
十
三
号
様
式
中

を
」

「数
市
町
村
合
同
開
票
区
開
票
管
理
者

何
選
挙
選
挙
長
（
選
挙
分
会
長
）

殿
市
（
町
、
村
）
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

に
改
め
る
。

」

第
八
十
四
号
様
式
の
二
中
「公

職
選
挙
法
施
行
令
第
７
８
条
第
３
項

」
を
「、

公
職
選
挙
法
施
行

令
第
７
８
条
第
５
項

」
に
改
め
る
。

第
九
十
八
号
様
式
中

「市
（
町
、
村
）
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
殿

（
候
補
者
の
住
所
地
の
市
町
村
の
長
及
び
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
）

を
」

「市
（
町
、
村
）
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
殿

数
市
町
村
合
同
開
票
区
開
票
管
理
者

（
候
補
者
の
住
所
地
の
市
町
村
の
長
及
び
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
）

に
、
「第

９
２
条
第
９

」

項

」
を
「第

９
２
条
第
１
１
項

」
に
改
め
る
。

「投
票
管
理
者
氏

名
殿

開
票
管
理
者
氏

名
殿

「投
票
管
理
者
殿

開
票
管
理
者

第
九
十
九
号
様
式
中

を

に
、
「第

９

」

」

２
条
第
９
項

」
を
「第

９
２
条
第
１
１
項

」
に
改
め
る
。

第
百
二
十
号
様
式
中
「市

（
町
、
村
）
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
殿

」
を

「数
市
町
村
合
同
開
票
区
開
票
管
理
者

市
（
町
、
村
）
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
殿

に
改
め
る
。

」

「投
票
管
理
者

開
票
管
理
者
殿

「投
票
管
理
者
殿

開
票
管
理
者

第
百
二
十
一
号
様
式
中

を

に
改
め
る
。

」

」

「何
選
挙
（
何
選
挙
区
）
選
挙
長

殿
市
（
町
、
村
）
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

第
百
二
十
四
号
様
式
中

を
」

「数
市
町
村
合
同
開
票
区
開
票
管
理
者

何
選
挙
（
何
選
挙
区
）
選
挙
長

殿
市
（
町
、
村
）
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

に
改
め
る
。

」

「何
選
挙
選
挙
長

市
（
町
、
村
）
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
殿

第
百
二
十
八
号
様
式
中

を
」

「数
市
町
村
合
同
開
票
区
開
票
管
理
者

市
（
町
、
村
）
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
殿

何
選
挙
選
挙
長

に
改
め
る
。

」

附

則

こ
の
規
程
は
、
告
示
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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